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2023年 7月 21日 第 32号 

 

軍備拡張のために……どこまで続く大増税 こんどは 

退職金の大増税 
政府税制調査会（税調）は 6月 30日、「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり

方」と題する答申を行いました。そもそも税調は、政府の思惑に沿った人選により構成されており、概ね

この答申に沿って法制化や制度改定がなされるので、岸田政権がこのまま続けば、この内容が実行に移さ

れるのはほぼ確実です。 

答申の最大の特徴は、「控除」や「非課税」を根こそぎ見直し、

国民から税をしぼり取る一方で、法人税などは一切見直さず、財

界・大企業優遇をさらに進めることです。そのねらいは、軍事費

2倍の財源確保です。 

“退職金”への課税を強化！ 
答申では「給与所得」の税制について、「諸外国に比べ、相当手

厚い仕組み」だとして、特に退職金については「税制上も対応を検討する必要」があるとしています。 

現在の税制では、勤続 20年までは年 40万円、20年目以降は年 70万円の控除があり、退職手当が 2000

万円の場合の税は約 30万円です。20年目以降の控除額を同じにすれば約 70万円の増税となります。 

 

 

退職金 2200万円（38年勤続）の場合の税額（端数省略） 

 現 行 20年以上の特例控除なし 
退職所得控除なし 

（通常所得化） 

控除額 
40万×20年＝800万 

70万×18年＝1200万 

40万×38年＝1520万 なし 

課税所得額 約 200万 約 700万 2200万 

適用税率 10％ 23％ 40％ 

税 額 約 30万 約 100万 約 880万 

（※ 「税額」には源泉徴収税額に加え、住民税残額、復興所得税などが含まれます） 
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“旅費”も“通勤手当”も“奨学金”も 

“生活保護”も どんどん課税！ 
  

答申では、「非課税所得」についても、「本来、所得は漏れなく包括的に捉えられるべき」として、「検討

を加えることが必要」とし、次のように見直すべき具体的な非課税所得を列挙しています。 

 

   旅 費    通勤手当   生活保護給付    給付型奨学金 

 

   雇用保険の失業給付  遺族年金 
 

“控除”も見直し・増税！ 
  

答申では、「所得控除」について、「家族や働き方等を巡る様々な議論を踏

まえ、公平・中立な税制を構築する観点から、検討する必要がある」とし、見

直すべき控除を列挙しています。これらの見直し・増税が実施されれば、「年

末調整」などは吹っ飛び、意味がなくなります。課税所得が大幅に増加し、所

得税が増えるだけでなく翌年の住民税も大幅に上がることになります。 

 

配偶者控除     扶養控除     医療費控除 

 社会保険料控除    生命保険料控除     地震保険料控除 

 

 “年金”も増税！ 
 

答申では年金について、「我が国の公的年金に係る税負担は、国際的に見ても極めて低い」とし、そもそ

も安心して生活ができない年金額の低さを棚に上げ、「課税のあり方を検討する」としています。 

 

岸田大軍拡・大増税政権の暴走を止めよう！ 〜教育に税金をまわせ！ 

すべては、岸田政権による軍事費 2倍化・軍備増強・沖縄の島々のミサイル要塞化を進める財源確保の

ためです。しかし、安倍政権で２度にわたって大幅に引き下げられた「法人税」については、全く見直し

の対象になっていません。 

一方で、教職員不足が深刻になる中、今年度の文科省予算は、「教職員数をさらに減らす予算」となって

います。ウクライナや台湾情勢に便乗して国民の不安をあおり、教育にはさっぱり税金をまわさない岸田

政権の暴走を、国民世論の声で止めましょう。
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わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方（抜粋） 

税制調査会答申 2023年 6月 30日 

① 給与所得 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（3）非課税所得 

（略） 

非課税所得については、本来は、所得は漏れなく包括的に捉えられるべきであること

を踏まえ、特に政策的要請により非課税とされている制度については、他の所得との公

平性や中立性の観点から妥当であるかについて、政策的配慮の必要性も踏まえつつ注意

深く検討する必要があります。 
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教育費増やせ！  教員の確保を！   

無給の時間外勤務を減らせ！ 

山教組定期大会を開催 
7月 8日（土）、全山形教職員組合第は第 32回定期大会を南陽市で開催しました。 

全教の平尾行敏・書記次長（元・香川県教組委員長）はあいさつで昨年の「全教・勤務実態調査」につ

いて、「時間外勤務の削減、待遇改善、教職員不足の解消は、もう待ったなしの緊急課題だ」と語気を強め

訴えました。福岡執行委員長も県内の教職員不足が深刻になっている現状をふまえ、組合への団結と運動

の広がりを強調しました。代議員からは、教職員不足の現場実態、子どもたちの様子、今後の運動と組合

員の拡大について、積極的な発言が相次ぎました。 

米沢市教組からは 3名の代議員に参加していただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡執行委員長        全教・書記次長  （来賓）県労連副委員長   （来賓）農民連会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろうきん 夏のキャンペーン中  （7月 31日まで） 

10万円以上の定期預金で  1000円図書券プレゼント！ 

第 32回 


